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令和７年度 第６回杵築市農業委員会総会議事録 

令和７年９月５日 金曜日 午後１時３０分 杵築市農業委員会総会を 杵築十王教育文化会館

２階会議室に招集した。 

１．総会に出席した農業委員は次のとおりである。 

1番 宇留嶋 雄 蔵 2番 長 友 礼 子 3番 藤 原 洋 三 

4番 小 野 弘 文 5番 田 坂 圭 司 6番 阿 部 正 俊 

7番 古 宮 輝 美 8番 永 野   恵 9番 河 野 秀 徳 

10番 岩 尾 一 也 11番 藤 松 美 潮 12番 廣 石 良 幸 

13番 松 田   司 14番 木 村 房 雄   

１．総会に欠席した委員は次のとおりである。 

なし 

１．総会に参加した農地利用最適化推進委員は次のとおりである。 

河 村 全 明 緒 方 幸 茂 工 藤 健 司 川 野 勝 彦 

杉 本 幸 雄 片 岡 正 子 藤 崎 公 徳 荒 巻 良 直 

三 浦 政 己 川 﨑 孝 子 古 宮 政 俊 加 藤 定 一 

甲 斐 義 信 伊 藤 美 生 宮 本 達 夫 豊 田 健 二 

野 田 由 紀 三 浦 真 治   

１．総会に出席した事務局員は次のとおりである。 

事務局長 佐 藤 敬 一 次長兼農地・管理係長 中 根 幹 雄 

農地・管理係主査 梶 原 由 紀 子 農地・管理係主任 阿 部 貴 之 

    

１．総会に提出された議事案件は次のとおりである。 

議案第 ２４ 号 農地法第３条の申請について 

議案第 ２５ 号 農地法第５条の申請について 

議案第 ２６ 号 非農地証明願いについて 

議案第 ２７ 号 農用地利用集積等促進計画（案）に対する意見について 

報告第  ５ 号 
農地法第１８条第６項の規定による賃貸借権並びに 

使用貸借権の解約受理について（合意解約） 
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議長  それでは、令和７年度第６回杵築市農業委員会総会を開会いたします。 

   （１３：３５開始 ） 

議長 本日の議事録署名委員を農業委員会会議規則第１３条第２項の規定により、８番永野恵委員、

１１番藤松美潮委員の両委員を指名いたします。続きまして、会議書記の指名でありますが、書

記については事務局職員より中根次長並びに阿部主査を指名いたします。 

議長  本日の議事案件は、議案第２４号から議案第２７号までの４議案１４件と報告事項が提出さ

れています。慎重審議をお願いします。 

議長 まず、はじめに「議案第２４号」「農地法第３条の申請について」を議題といたします。１番

について、事務局の説明を求めます。 

阿部主査 事務局の阿部です。よろしくお願いします。 
「議案第２４号」 農地法第３条の申請について 
農地法第３条第１項及び同施行令第１条により、下記のとおり許可申請があったのでこれを許

可することについて意見を求める。 
ア. 所有権の移転 

番号１番、申請人、譲渡人、 大分市、横井冨士江、７６歳 (持ち分１／２)、別府市、高橋喜

久江、７１歳(持ち分１／２)、譲受人、杵築相原区、平野道哉、５７歳。 

申請の土地、大字岩谷字高平、地番８５５番２、地目、台帳現況ともに畑、地積２９０㎡、他

４筆、合計５筆の２，２０７㎡。譲受人の経営面積は田・畑合わせて８８．９ａ 

理由は、市外在住のため、相手方の要望です。 

以上です。 

議長 １番について、荒巻良直農地委員より説明願います。 

荒巻委員 河野委員、事務局２名と現地確認を行いました。申請地は、山林の様相で畑とは思えないとこ

ろでした。 

阿部主査 今お話しいただいているのは、後にある非農地の案件の話ではないですか。３条申請の方の桔

梗を植える話をした現場でのお話をお願いします。 
荒巻委員 現地に行ってみたら山林のように荒れている状態で、お茶を植えていたようですが、今は跡形

もない状態でした。農地という状態ではないと思います。 
局長 ３条の耕作する方のお話をお願いします。 

阿部主査 ヤマモトオサムさんとお会いした現場の方、耕作する農地についてお願いします。 

荒巻委員 桔梗植える方。そちらはよく管理されており、すぐに植えて使える状態でした。問題ないと思

います。 
議長 １番について、河野秀徳農業委員よりご意見があればお願いします。 

河野委員 荒巻委員の申し上げたとおりです。補足しますと、申請地は、現在他の方が借りている農地と

１年ほど耕作していない農地があります。譲受人についても、サラリーマンですが、年間１００

日程度の農業実績があるということです。杵築市が推進している桔梗を栽培予定とのことです。 

問題ないと思いますので、審議のほどよろしくお願いします。 
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議長 許可基準について事務局より説明願います。 

阿部主査 許可基準です。農地の管理が困難な譲渡人と、申請地周辺に居住している譲請人との間で、贈

与の話がまとまったため申請となりました。譲請人は母親の面倒を見るために、現在、申請地に

近い鴨川の実家で主に暮らしていますが、相原の自身の住居のある周辺農地においても野菜の栽

培を行っています。取得後は、市が事業実施している桔梗等の花き類を栽培する計画です。よっ

て今回の農地取得にあたり、耕作及び管理について問題ないと判断いたします。許可条件ですが、

Ａ４の許可基準一覧をご覧ください。番号１番です。不許可の要件に該当する項目はありません。 
以上のことから、平野道哉さんの農地法第３条第２項に規定される農地取得について、不許可

の要件にいずれにも該当しないため問題ないものと思われます。 
また、地域計画及び墓地についても確認しました。 
以上です。 

議長 次に、２番について、事務局の説明を求めます。 

阿部主査 番号２番、申請人、譲渡人、長崎県、矢野正行、６２歳、譲受人、杵築西溝井区、阿部幸藏、

７６歳、申請の土地、大字溝井字惣見、地番２２８８番、地目、台帳現況ともに田、地積１，０

２０㎡、他３筆、合計４筆の９，９３３㎡。譲受人の経営面積は田畑合わせて４５．５ａ。理由

は、市外在住のため、相手方の要望です。以 
上です。 

議長 ２番について、荒巻良直農地委員より説明願います。 

荒巻委員 親族から購入し、すでに耕作しています。管理状態を見ても問題なく、圃場整備があった土地

であり、綺麗に耕作されているので、問題ないかと思います。審議のほどよろしくお願いします。 

議長 ２番について、河野秀徳農業委員よりご意見があればお願いします。 

河野委員 補足説明をさせてもらいます。８月２０日、譲受人と事務局２名と現地確認を行いました。場

所は大田へ向かう道路の下あたりで、立地条件が良い場所です。譲受人は、３年ほど前から娘夫

婦と甘太くんを１．５ヘクタール、水稲を２．２ヘクタール栽培しています。今回取得する土地

では水稲を栽培する予定で、「にじのきらめき」という品種を植えるようです。高温に強く収量

も上がるとのことです。審議のほどよろしくお願いします。 
議長 許可基準について事務局より説明願います。 

阿部主査 許可基準です。今回、市外在住のため農地の管理が困難な譲渡人と、申請地周辺に居住してい

る譲受人との間で、売買の話がまとまったため、申請となりました。譲渡人は譲受人の親族です。

譲受人は申請地周辺に居住し、水稲や野菜等を栽培しており、譲受人の娘夫婦も近年、新規就農

を果たし、近隣に居住し、共に営農していることから、今回の農地取得にあたり、耕作及び管理

については問題ないと判断されます。取得後は、水稲の栽培を行います。許可条件ですが、Ａ４

の許可基準一覧をご覧ください。番号２番です。特に不許可の要件に該当する項目はありません。 
以上のことから、阿部幸藏さんの農地法第３条第２項に規定される農地取得について、不許可

の要件にいずれにも該当しないため問題ないものと思われます。 
また、地域計画及び墓地についても確認しました。 
以上です。 

議長 次に、３番について、事務局の説明を求めます。 
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阿部主査 イ．使用貸借権の設定 
番号３番、申請人、譲渡人、山香西鹿鳴越区、河合隆雄、７２歳、譲受人、山香 西鹿鳴越区、

河合翔吾、４２歳。申請の土地、大字広瀬字棚掛、地番３９１０番１１、地目、台帳現況とも

に畑、地積１５,３５８㎡、他２筆、合計３筆の２８,５６８㎡。譲受人の経営面積は田畑合わせ

て６１８．０ａ。理由は、子へ経営移譲、親から経営贈与です。 
以上です。 

議長 ３番について、加藤定一農地委員より説明願います。 

加藤委員 ８月２２日、松田委員、事務局２名と河合翔吾さんと河合隆雄さんと現地確認を行いました。

譲受人は大規模な酪農経営を行っており、父親からの経営贈与です。審議のほどよろしくお願い

します。 

議長 ３番について、松田司農業委員よりご意見があればお願いします。 

松田委員 加藤委員の申し上げたとおりです。若干補足しますと、譲受人は譲渡人の次男です。自宅で

は、酪農と繁殖牛の飼育をしており約２２０頭飼育しています。労働力としては、譲受人の兄と

弟も手伝い、譲渡人もまだ現役ですので、十分頑張っていけると思います。審議のほどよろしく

お願いします。 

議長 許可基準について事務局より説明願います。 

阿部主査 許可基準です。今回、親子間で使用貸借の話がまとまったため申請となりました。譲受人は、

譲渡人と共に畜産業を営み、牧場敷地内で居住を共にし、譲受人の家族、兄弟含め大規模に家族

経営を行っています。農業者年金に係る父親から息子への経営移譲であることから、今回の権利

設定に関して、耕作及び管理については問題ないものと判断されます。設定後は、引き続き牧草

を耕作します。許可条件についてですが、Ａ４の許可基準一覧をご覧ください。番号３番です。

特に不許可の要件に該当する項目はありません。 
以上のことから、河合翔吾さんの農地法第３条第２項に規定される農地取得について、不許可

の要件にいずれにも該当しないため問題ないものと思われます。 
また、地域計画及び墓地についても確認しました。 
以上です。 

議長 只今、「議案第２４号」について、事務局の説明及び地区担当委員より説明がございましたが、

各委員のご意見・ご質疑はございませんか。 

藤原委員 ２番についてお聞きします。資料によると、譲受人の経営面積が４５．５ａとありますが、河

野委員の説明では２．５とありましたが、親子間で経営を一緒にやっているのか、譲受人が９，

９３３㎡を引き受けるのかわからないので、もう一度説明をいただきたいです。 
阿部主査 ４５．５ａについては、譲受人名義の土地です。その中に自ら耕作している土地・娘夫婦が主

体となって耕作している土地・貸している土地が含まれており、合算すると説明の数字になりま

す。 
藤原委員 貸している土地というのは、第三者に貸しているのか家族間で貸しているのかどうなっていま

すか。 
阿部主査 家族含め、第三者にも貸して作っているとのことです。 

藤原委員 所有している土地は２．２ヘクタールで、貸している土地のいくつかあるということですね。 
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阿部主査 ご認識のとおりです。 

藤原委員 ありがとうございます。 

議長 ほかにご意見・ご質疑はございませんか。 

各委員 意見なしの声あり。 

議長 なければこれにて討論を終結いたします。 

議長 お諮りいたします。「議案第２４号」については、農地法第3条第1項により、許可することに

ご異議ございませんか。 

各委員 異議なしの声あり。 

議長 ご異議なしと認めます。よって、「議案第２４号」については、これを許可することに決しま

す。 

議長 次に、「議案第２５号」「農地法第５条の申請について」を議題といたします。１番について

事務局の説明を求めます。 

梶原主査 事務局の梶原です。よろしくお願いします。 
議案第２５号 農地法第５条の申請について 
農地法第５条第１項により、下記のとおり許可申請があったので、これを許可することについ

て意見を求める。 
一般転用（所有権の移転）になります。 
番号１番、申請人、土地所有者、杵築藤ノ川区、渡邉軍事、無職、８７歳、転用者、大分市、

渡邉京子、自営業、５８歳。申請の土地、大字大内字宮ノ前、地番３７１０番４２、地目畑、地

積３５８㎡、合計１筆の３５８㎡。申請内容、駐車場用地として、申請理由、申請地を店舗の駐

車場として、造成し利用したい。こちらは第２種農地で追認案件です。 
以上です。 

議長 １番及について、工藤健司農地委員より説明願います。 

工藤委員 申請地のすぐ近所に本人の住宅があり、5年前に住宅を改装して喫茶店を経営しています。今

回、駐車場が不足していたため、転用したいとの意向です。 

議長 １番について、廣石良幸農業委員よりご意見があればお願いします。 

廣石委員 補足しますと、渡邉軍事さんは京子さんの叔父にあたります。京子さんは大分市になっていま

すが、両親が亡くなり、両親が住んでいた住宅をカフェに改装しました。行ったことがあります

が、当初から駐車場の狭さは感じていました。評判がよく、お客さんが多くなって駐車場が手狭

になったようで、叔父にお願いして駐車場として転用するとの経緯です。 

議長 許可基準について事務局より説明願います。 

梶原主査 土地所有者と転用者は親族関係であり、申請地は長らく遊休農地となっていました。隣接地で

ご実家を改装して喫茶店を営む渡邉京子さんが駐車場用地を必要としており、土地の有効利用に

ついてお話がまとまったため、今回の申請になりました。転用の目的は、申請地に来客用の駐車

スペースを造成することです。なお、本件は追認案件です。追認案件となった理由につきまして

は、転用者の渡邉京子さんが、農地法について認識しておらず、転用許可を得ないまま、砕石を
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敷いて駐車場用地として造成していたためです。現在は車９台分の駐車スペースとして造成され

ており、所有権移転登記をしようとした際、農地法の許可が必要なことに気づいたため今回の申

請となりました。このことにつきましては、土地転用者から始末書が提出されています。 
まず、立地基準です。申請地は、農業に対する公共投資の対象となっていない生産性の低い農

地であることから「第２種農地」と判断されます。「第２種農地」は農地以外の土地や第３種農

地が近くにないか、申請地でないと目的を達成できない場合のみ許可出来ます。そのため、代替

地の検討も行いましたが、店舗が申請地のすぐ近くにあること、十分な面積が確保できることか

らこの土地に決めたようです。また、この土地が農用地区域外農地・地域計画区域外農地である

ことを確認しております。 
次に、一般基準です。 
申請地の北側は原野、東側は畑、西側は宅地、南側は山林にそれぞれ接しており、西側の畑に

ついては耕作されておらず、その他の周辺に農地は無いため、営農上の問題はありません。 
土地利用計画につきましては、申請地１筆３５８㎡に、駐車場用地が既に造成されており、追

加での工事等は行わず、現状のまま利用する計画です。 
排水計画につきましては、これまで通り自然浸透及び余剰水は既設の排水路を利用し、資金計

画につきましても、現状のまま利用するため新たな費用は発生しません。 
以上のことから、立地基準及び一般基準ともに許可基準を満たしており、申請は許可相当と考

えられます。 
以上です。 

議長 只今、「議案第２５号」ついて、事務局の説明及び地区担当委員より説明がございましたが、

各委員のご意見・ご質疑はございませんか。 

各委員 意見なしの声あり 

議長 お諮りいたします。「議案第２５号」については、農地法第５条第１項により、許可すること

にご異議ございませんか。 
各委員 異議なしの声あり 

議長 ご異議なしと認めます。よって、「議案第２５号」については、これを許可することに決しま

す。 

議長 次に「議案第２６号」「非農地証明願いについて」を議題といたします。１番について、事務

局の説明を求めます。 
梶原主査 議案書４ページをお開きください。 

議案第２６号「非農地証明願いについて」農地に該当しない旨の証明願いが下記の者より提出

されたので、証明書を発行してよいか意見を求める。 
番号１番、申請者、杵築 南台東区、生駒 高教、申請の土地、大字南杵築字、屋根ケ坪、地

番、６４６番２、地目、田、地積４９５㎡、合計１筆の４９５㎡。申請地の状況は雑種地で、転

用又は耕作放棄された理由は、平成１４年６月３日付けで農地法第５条許可を受け、宅地造成工

事を行ったが、地目変更登記をしていなかったとのことです。 
以上です。 

議長 １番について、緒方 幸茂農地委員より説明願います。 



7 
 

緒方委員 8月22日に藤松委員と事務局２人と行政書士の岡島さんと現地確認を行いました。場所は八坂

川の北側にある集落の中の土地になります。平成１４年に農地法の許可を受けていて、盛り土と

宅地造成をしています。周りに耕作している農地はなく、遊休地か道路か住宅地になっています

ので、周りの農地への影響はないかと思います。 

議長 1番について、藤松 美潮農業委員よりご意見があればお願いします。 

藤松委員 説明のとおり、20年前の許可を受けた土地の地目変更をお願いしたいという案件でした。 

議長 証明書発行基準について、事務局より説明願います。 

梶原主査 現地を８月２２日に、緒方幸茂農地委員、藤松美潮農業委員と確認しました。申請者は、平成

１４年の転用許可後、贈与により申請地を取得しています。ラミネートされてある「非農地証明

書発行基準一覧表」をご覧ください。申請地の現況は、証明書発行基準第２の２に該当します。

また、この土地が農用地区域外であることを確認しています。 
今後、農業的利用を図るための整備が計画されている土地ではないと判断できるため、非農地

証明の発行が可能な土地であると考えられます。 
今後の予定についてですが、地目変更の後に売却する予定とのことです。 
以上です。 

議長 次に、２番について事務局の説明を求めます。 

梶原主査 番号２番、申請者、杵築 鴨川区、阿部 富男、申請の土地、大字鴨川字大鴨、地番、７６２

番２、地目、田、地積６１０㎡、合計１筆の６１０㎡。申請地の状況は原野で、転用又は耕作放

棄された理由は、平成１６年頃までは、お米を作っていたが、高齢になったこと、農地としての

管理も困難なことから、やむなく耕作を断念したとのことです。 
以上です。 

議長 ２番について、荒巻 良直農地委員より説明願います。 

荒巻委員 場所は鴨川を奥に進んで中津屋の入り口付近です。高齢になって耕作できないとのことで現地

を確認しましたが、既に耕作困難な状態でしたので、現況は原野のような状態です。 

議長 ２番について、河野 秀徳農業委員よりご意見があればお願いします。 

河野委員 平成１６年までは本人が耕作していたようですが、本人とお会いしたところ、高齢で耕作でき

るような状態にないことと、川沿いの細い田で他に借りる人がいないため、管理不可と判断しま

した。 

議長 証明書発行基準について、事務局より説明願います。 

梶原主査 現地を８月２０日に、荒巻良直農地委員、河野秀徳農業委員と確認しました。申請者は、昭和

６３年に贈与により申請地を取得しています。 申請地の現況は、証明書発行基準第２の４に該

当します。また、この土地が農用地区域外であることを確認しています。 
今後、農業的利用を図るための整備が計画されている土地ではないと判断できるため、非農地

証明の発行が可能な土地であると考えられます。 
今後の予定についてですが、地目変更の後に原野として管理するとのことです。 
以上です。 

議長 次に、３番について事務局の説明を求めます。 
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梶原主査 番号３番、申請者、大分市、横井 冨士江 持分２分の１、別府市、高橋 喜久江、持分２分

の１、申請の土地、大字岩谷字筒木、地番、８８７番１９、地目、畑、地積３３００㎡、他５筆、

合計６筆の１２０８２㎡。申請地の状況は山林で、転用又は耕作放棄された理由は、平成２７年

頃までは茶畑として利用していたが、大雨・台風による倒木で畑までの道路が寸断され、管理が

困難になったことから、やむなく耕作を断念したとのことです。 
以上です。 

議長 ３番について、荒巻 良直農地委員より説明願います。 

荒巻委員 岩谷の道沿いを進んだ先にある土地です。過去は茶畑でしたが、現況は山林のような状態です。 

議長 ３番について、河野 秀徳農業委員よりご意見があればお願いします。 

河野委員 以前は茶が盛んな地でしたが、災害等で荒れてしまい、近寄るのも難しい状態であるため、農

地として回復するのは不可であると判断しました。 

議長 証明書発行基準について、事務局より説明願います。 

梶原主査 現地を８月２０日に、荒巻良直農地委員、河野秀徳農業委員と確認しました。申請者は、今年

の６月に父からの相続により申請地を取得しています。申請地の現況は、証明書発行基準第２の

４に該当します。また、この土地は９月２０日付けで農用地区域からの除外申請を予定しており、

各関係機関・関係者とは協議済みです 
今後、農業的利用を図るための整備が計画されている土地ではないと判断できるため、非農地

証明の発行が可能な土地であると考えられます。 
今後の予定についてですが、地目変更の後に、近くに住む甥に譲渡する予定とのことです。 
以上です。 

議長 次に、４番について事務局の説明を求めます。 

梶原主査 番号４番、申請者、山香 西鹿鳴越区、河合 隆雄、申請の土地、大字広瀬字大石ケ谷、地番、

２１９２番２、地目、田、地積３２３８㎡、合計１筆の３２３８㎡。申請地の状況は山林で、転

用又は耕作放棄された理由は、平成４年に売買によって申請地を取得したが、取得時点から雑草

木が生い茂っており、農地としての利用を断念したとのことです。 
以上です。 

議長 ４番について、加藤 定一農地委員より説明願います。 

加藤委員 ８月２２日に松田委員と事務局２名、申請者の河合親子の立ち合いのもと現地確認を行いまし

た。平成４年の取得時点で農地として活用が難しい状態だったようです。 

議長 ４番について、松田 司農業委員よりご意見があればお願いします。 

松田委員 道路の真横ですが、竹が生い茂る状態で、耕作が難しい状態でした。また道が狭く、乗用車が

傷つくようなところで、管理に行こうにも中々行けないところです。 

議長 証明書発行基準について、事務局より説明願います。 

梶原主査 現地を８月２２日に、加藤定一農地委員、松田司農業委員と確認しました。申請者は、平成４

年に売買により申請地を取得しています。申請地の現況は、証明書発行基準第２の４に該当しま

す。また、この土地は９月２０日付けで農用地区域からの除外申請を予定しており、各関係機関・

関係者とは協議済みです。 
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今後、農業的利用を図るための整備が計画されている土地ではないと判断できるため、非農地

証明の発行が可能な土地であると考えられます。 
今後の予定についてですが、地目変更の後に山林として管理するとのことです。 
以上です。 

議長 次に、５番について事務局の説明を求めます。 

梶原主査 番号５番、申請者、山香 下切二区、加藤 誠大、申請の土地、大字久木野尾字井手口、地番、

１８０１番、地目、田、地積５５３㎡、他７筆、合計８筆の９６５０㎡。申請地の状況は山林で、

転用又は耕作放棄された理由は、父の代の昭和６０年頃までお米を作っていたが、用水及び日照

不足、鳥獣被害によりやむなく耕作を断念したとのことです。 
以上です。 

議長 ５番について、伊藤 美生農地委員より説明願います。 

伊藤委員 ８月１９日に阿部委員、事務局3名で現地確認を行いました。山香庁舎から速水インター方面

に１０kmほど進んで右折した山の中にあります。昭和６０年ごろまで耕作していましたが、水や

鳥獣害問題等の様々な理由で耕作を断念し、４０年近く遊休地となっています。これから耕作す

るのは困難だと思います。 

議長 ５番について、阿部 正俊農業委員よりご意見があればお願いします。 

阿部委員 申請地２筆は４０年ほど耕作放棄地です。過去の減反政策の補助金があるころは周辺の草刈り

などしていたようですが、補助金がなくなり、父親が亡くなったため管理が難しくなり、土地に

向かう道も判別が難しい状態です。 

議長 証明書発行基準について、事務局より説明願います。 

梶原主査 現地を８月１９日に、伊藤美生農地委員、阿部正俊農業委員と確認しました。申請者は、平成

２３年に父からの相続により申請地を取得しています。申請地の現況は証明書発行基準第２の４

に該当します。また、この土地は９月２０日付けで農用地区域からの除外申請を予定しており、

各関係機関・関係者とは協議済みです。 
今後、農業的利用を図るための整備が計画されている土地ではないと判断できるため、非農地

証明の発行が可能な土地であると考えられます。 
今後の予定についてですが、地目変更の後に山林として管理するとのことです。 
以上です。 

議長 次に、６番について事務局の説明を求めます。 

梶原主査 番号６番、申請者、大分市、渡邊 久見子、申請の土地、大字石丸字野田、地番、１３２０番

１、地目、畑、地積９０１㎡、他１筆、合計２筆の１１４５㎡。申請地の状況は原野及び雑種地

で、転用又は耕作放棄された理由は、１３２０番１については、前所有者の母が平成２０年頃ま

で野菜を作っていたが、高齢になり管理も困難なことから、やむなく耕作を断念した。１３２３

番については、造成して隣接するお寺の駐車場として貸してしまったとのことです。 
以上です。 

議長 ６番について、野田 由紀農地委員より説明願います。 

野田委員 ８月１８日に宇留嶋委員と事務局２人と現地確認を行いました。渡邊さんは大分市に住んでお

り、離れているため管理が難しいとのことでした。現地は竹や草等が生い茂っており、農地とし



10 
 

ての耕作は困難と思います。もう片方の土地はすでに駐車場としてコンクリートが張られていま

す。 

議長 ６番について、宇留嶋 雄蔵農業委員よりご意見があればお願いします。 

宇留嶋委

員 

久見子さんの家族は全員死亡しています。現状は隣接する寺を近所の人が管理しているため、

将来的に土地をその近所の人に譲り渡そうという意向のようです。 

議長 証明書発行基準について、事務局より説明願います。 

梶原主査 現地を８月１８日に、野田由紀農地委員、宇留嶋雄蔵農業委員と確認しました。申請者は、令

和元年に母からの相続により申請地を取得しています。申請地の現況は証明書発行基準第２の４

及び２の５に該当し、造成してしまった土地については申請者からの始末書が提出されていま

す。また、この土地が農用地区域外であることを確認しています。 
今後、農業的利用を図るための整備が計画されている土地ではないと判断できるため、非農地

証明の発行が可能な土地であると考えられます。 
今後の予定についてですが、地目変更の後に原野・雑種地として管理するとのことです。 
以上です。 

議長 次に、７番について事務局の説明を求めます。 

梶原主査 番号７番、申請者、国東市、松野 文枝、申請の土地、大字波多方字弁入、地番、５３５５番

２、地目、畑、地積３９０㎡、合計１筆の３９０㎡。申請地の状況は原野で、転用又は耕作放棄

された理由は、平成１５年頃まではお米を作っていたが、高齢になったこと、管理も困難なこと

からやむなく耕作を断念したとのことです。 
以上です。 

議長 ７番について、三浦 真治農地委員より説明願います。 

三浦委員 宇留嶋委員と事務局２人と現地確認を行いました。現地は草だらけで非農地といえる状態でし

た。 

議長 ７番について、宇留嶋 雄蔵農業委員よりご意見があればお願いします。 

宇留嶋委

員 

すぐ裏が空き家バンクに登録されていて、買い手もついていますが、そこに付属する土地とな

っています。 
議長 証明書発行基準について、事務局より説明願います。 

梶原主査 現地を８月１８日に、三浦真治農地委員、宇留嶋雄蔵農業委員と確認しました。申請者は、昭

和６１年に相続により申請地を取得しています。申請地の現況は証明書発行基準第２の４に該当

します。また、この土地が農用地区域外であることを確認しています。 
今後、農業的利用を図るための整備が計画されている土地ではないと判断できるため、非農地

証明の発行が可能な土地であると考えられます。 
今後の予定についてですが、地目変更の後に売却する予定とのことです。 
以上です。 

議長 只今、「議案第２６号」について、事務局の説明及び地区担当委員による意見がございました

が、各委員のご意見・ご質疑はございませんか。 

各委員 質疑なしとの声あり 
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議長 お諮りいたします。「議案第２６号」については、農地に該当しないため、 非農地証明書を

発行することに、ご異議ございませんか。 

各委員 異議なしとの声あり 

議長 ご異議なしと認めます。よって、「議案第２６号」については、非農地証明書を発行すること

に決します。 

議長 次に、「議案第２７号」「農用地利用集積等促進計画（案）に対する意見について」の１番及

び２番について議題といたします。番号１番及び２番については、農業委員会等に関する法律第

３１条「議事参与の制限」に抵触しますので、宇留嶋 雄蔵委員には退出していただきたいと思

います。 

 ＜ 宇留嶋雄蔵委員、退出 ＞ 

議長 それでは事務局の説明を求めます。 

阿部主査 議案書７ページをご覧ください。 
「議案第２７号」「農用地利用集積等促進計画(案)」に対する意見について   
農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第３項に係る農用地利用集積等促進計画(案) 

について意見を求める。 
ア．利用権の設定（公社への貸付）です。番号１番、申請人、貸人、別府市、河野 宣昭、借

人、大分市、大分県農業農村振興公社 理事長 岡本 天津男、申請の土地、大字波多方字板山、

地番４９４２番、地目、田、地積８５６㎡、他１筆、合計２筆の１８７６㎡です。今回の大分県

農業農村振興公社への貸し付けは、番号１番の合計２筆、１，８７６㎡。貸し手農家数１戸、借

り手農家数１戸、利用権の設定面積は、１，８７６㎡です。 
議案書８ページをお開きください。イ．利用権の設定（公社からの貸付）です。番号２番、申

請人、貸付人、大分市、大分県農業農村振興公社 理事長岡本 天津男、借受人、大田 永松区、

株式会社ＵＲＵＳＨＩＭＡ企画代表取締役 宇留嶋 雄蔵（設立６年）、対象農地は、杵築市大

田波多方、２筆 １,８７６㎡です。 
借受人の株式会社ＵＲＵＳＨＩＭＡ企画さんは認定農業法人です。 
利用権の種類は賃借権で、設定期間は１０年新規です。耕作作物は水稲となっております。土

地の詳細につきましては、９ページの貸付調書に記載されていますので、各自でお読み取りくだ

さい。 

議長 只今、「議案第２７号」の１番及び２番について、事務局より説明がございましたが、各委員

のご意見・ご質疑はございませんか。 
各委員 質疑なしとの声あり 

議長 お諮りいたします。「議案第２７号」の１番及び２番については、農地中間管理事業の推進に

関する法律第１８条第３項により、「意見なし」とすることにご異議ございませんか。 

各委員 異議なしとの声あり 

議長 ご異議なしと認めます。よって、「議案第２７号」の１番及び２番については、「意見なし」

として報告します。 

議長 それでは、「議事参与の制限」が解かれた宇留嶋 雄蔵委員に、事務局より議事への参加を要

請して下さい。 
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 ＜ 宇留嶋雄蔵委員、入室 ＞ 

議長 次に、「議案第２７号」の３番について議題といたします。事務局の説明を求めます。 

阿部主査 議案書８ページをご覧下さい。 
番号３番です。この案件は、報告第５号「合意解約」にも挙げていますが、公社を介した、父

親の借入れ契約を解約し、息子が代わりに借り直すものです。貸付人、大分市、大分県農業農村

振興公社、借受人、山香 西鹿鳴越区、河合 翔吾、４２歳。対象農地は、杵築市山香町大字野原 

１８筆、 ４９,４６２㎡内 ３０,００５㎡。父親から息子への配分替えとなります。借受人の

河合 翔吾さんは、認定農業者です。利用権の種類は使用貸借権で、設定期間は５年２カ月です。

耕作作物は牧草となっております。土地の詳細につきましては、１０ページから１２ページまで

の貸付調書に記載されていますので、各自でお読み取りください。今回の大分県農業農村振興公

社からの貸し付けは、番号２番と３番の合計２０筆、３１，８８１㎡。貸し手農家数１戸、借り

手農家数２戸、利用権の設定面積は、３１，８８１㎡です。 
以上です。 

議長 只今、「議案第２７号」の３番について、事務局より説明がございましたが、各委員のご意見・

ご質疑はございませんか。 

各委員 質疑なしとの声あり 

議長 お諮りいたします。「議案第２７号」の３番については、農地中間管理事業の推進に関する法

律第１８条第３項により、「意見なし」とすることにご異議ございませんか。 

各委員 異議なしとの声あり 

議長 ご異議なしと認めます。よって、「議案第２７号」の３番については、「意見なし」として報

告します。 

議長 これで、本日提案されました議案の審議はすべて終了しましたが、「報告第５号」があります

ので、事務局より報告願います。 

阿部主査 議案書１３ページをお開きください。 
報告第５号 農地法第１８条第６項の規定による賃借権並びに使用貸借権の解約受理につい

てです。 
下記の土地について農地法第１８条第６項の規定による賃借権並びに使用貸借権の合意解約

が成立したので報告します。 
番号１番、申請人、貸人、矢野 正行、借人、杵築 西溝井区、矢野 照雄、申請の土地、大字

溝井字惣見、地番２２８８番、地目、田、地積１０２０㎡、合計４筆の９９３３㎡です。理由は

貸人の都合です。 
番号２番、申請人、貸人、大分市、大分県農業農村振興公社 理事長 岡本 天津男、借人、

山香 西鹿鳴越区、河合隆雄、申請の土地、大字野原字一本松、地番２５１１番１、地目、畑、地

積３２３㎡、他３筆、合計４筆の１０,６４７㎡です。理由は借人の都合です。 
番号３番、申請人、貸人、大分市、大分県農業農村振興公社 理事長 岡本 天津男、借人、

山香 西鹿鳴越区、河合隆雄、申請の土地、大字野原字登り、地番４４４７番１、地目、畑、地積

８８０㎡、他１３筆、合計１４筆の１９,３５８㎡です。理由は借人の都合です。 
続きまして、 
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番号４番と番号５番についてですが、関連がございますので併せてご報告します。番号４番の

借人、株式会社ＵＲＵＳＨＩＭＡ企画が公益社団法人 大分県農業農村振興公社を介し借り入れ

ている土地、大字波多方字丸田４５３２番 地目、田、地籍２，０３８㎡、１筆、を番号５番の

貸人、松野 文枝氏に返還するための合意解約です。 
続きまして、番号６番と番号７番につきましても、番号６番の借人 宇留嶋 雄蔵氏が、公益

社団法人 大分県農業農村振興公社を介し、借り入れている土地、大字波多方字弁入、地番５３

４５番、地目、田、地籍、２，２４５㎡、１筆を番号７番の貸人、松野 文枝氏に返還するため

の合意解約です。 
以上です。 

議長 以上をもちまして、令和７年第６回杵築市農業委員会総会を閉会します。 

中根次長 （ １４：３０終了 ）  スイッチＯＦＦ（録音機） 


